
建築及び電気工事施工管理技術検定 確かな技術に、確かな証明を。

建設業法に基づく技術検定は、建設工事に従事する者の技術水準確保を目的とし、

建設業振興基金では、国家資格である2つの施工管理技術検定試験を国土交通大臣の指定試験機関として実施しています。

・2026年2月より制度改正後の第二次検定に係る受検申請の電子化を実施
・高校生等の受検環境を改善するため試験地拡大を目指し新たな受験地について公募の実施

■技術検定制度は、建設工事に従事する
者の施工技術の向上を図ることを目的と
して、建設業法第27条の規定に基づいて
実施される国家資格（施工管理技士・技
士補）制度です。

■本財団が実施する技術検定（以下「技
術検定」）は、１級と２級に区分され、
１級、２級ともに、第一次検定と第二次
検定に分かれます。このうち、２級建築
施工管理技術検定第二次検定は、建築、
躯体、仕上げの３種別に細分されます。

■技術検定は、全国主要都市において一
斉に実施しています。

若手技術者にも

挑戦しやすい制度に！
近年は優秀な若手技術者を確保する
ため、受検機会の拡大や受検資格
の緩和等が実施されています。

「施工管理技士」は、建設業法に定められた特定建設業または一般建設業の許可要件で
ある営業所ごとに置かなければならない専任の「主任技術者」又は「監理技術者」（１
級のみ）となることが認められています。また主任技術者要件を満たす「１級施工管理
技士補」については「監理技術者」を補佐する業務につくことができます。

※監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で配置した場合、監理技術者は２現
場の兼務が可能となります。経営事項審査の技術力の評価において評点にカウントされ
ます（１級５点、２級２点）。

【受検機会の拡大】

2級第一次検定（旧：学科試験）の年2回化（建築：平成29年度～、電気工事：平成30年度～）
【受検資格の緩和】

●1級の第一次検定は、19歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能
●2級の第一次検定は、17歳以上（当該年度末時点）であれば受検可能（変更なし）
●1級及び2級の第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能
（なお、2028年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定の受検が可能）

建築施工管理技術検定 電気工事施工管理技術検定

称号付与称号付与（追加）

第一次検定・・・施工技術のうち基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定

第二次検定・・・施工技術のうち実務と経験に基づいた技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定

1級 第一次検定

2級 第一次検定

合格

合格

1級技士補
2級技士補

合格

合格

第二次検定

第二次検定

1級技士

2級技士

技術検定制度

監理技術者A

技士補Y（専任）技士補X（専任）

主任技術者

主任技術者

主任技術者

主任技術者

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める
者を専任でおいた場合には、監理技術者の兼務が認め
られます（当面2現場）。
・政令で定める者は、主任技術者の要件を有するもの
のうち、1級の技士補の資格を持つ者とします。

工事1 工事2

注文者 注文者

元請A社 元請A社兼務可

下請B社 下請D社

下請C社 下請E社

監理技術者が2現場を兼務する場合

2026年度重点取組




